
 

四日市港臨港道路幹線に関する検討会（第２回） 

 

日 時：令和６年１１月６日 16:00～ 

場 所：四日市港ポートビル ２階大会議室 

 

 

次  第 

 

１．開会 

 

２．あいさつ 

 

３．新たな長期構想及び港湾計画改訂における臨港道路の位置付けについて    

資料１  資料２ 

 

４．臨港道路計画にかかる検討ルート案（複数案）について      資料３ 

 

５．意見交換  

 

                             



企業名・団体名 所属 氏名 備考

石原産業株式会社　四日市工場 総務部副部長 三輪　伸也 Web出席

ＫＨネオケム株式会社　四日市工場
管理部シニアマネジャー兼
総務課長

畑中　昌樹

高純度シリコン株式会社 総務・人事課長補佐 黒田　久志 Web出席

コスモ石油株式会社　四日市製油所 総務課長 黒木　亨

株式会社ＪＥＲＡ　四日市火力発電所 副所長 米津　稚人

昭和四日市石油株式会社　四日市製油所
人事・総務・経営サポート
担当部長

三好　琢也 Web出席

太平洋セメント株式会社　藤原工場 製造部長代理 山下　征則

東ソー株式会社 総務課長 渡邉　憲

三菱ケミカル株式会社  東海事業所 総務所管部長（三重担当） 降井　久光

所長 堀池　昌生

企画調整課長 岩田　直樹

経営企画部　理事 藤澤　友晴

経営企画部　建設課長 藤本　佳久

経営企画部　港営課
　　　　　　港湾施設管理監

坂井　孝行

【オブザーバー】

三重県　県土整備部　道路企画課 課長補佐兼班長 伊藤　文善

三重県　四日市建設事務所
事業推進室

室長 佐伯 亮

四日市市　政策推進部 政策推進課 課付主幹 後藤　亮太朗

四日市市　都市整備部　都市計画課 事業調整監 上島　大吾

【関係者】

国土交通省　中部地方整備局
北勢国道事務所

計画課長 小里　大輔 Web出席

川越町　企画情報課 課長 吉野　昭

四日市港臨港道路幹線に関する検討会（第２回）　出席者名簿

四日市港管理組合

国土交通省　中部地方整備局
四日市港湾事務所



四日市港臨港道路幹線に関する検討会（第２回） 配席図 

 
 

日時：令和６年１１月６日（水）１６：００～１７：００ 

場所：四日市港ポートビル２階大会議室                                 （敬称略） 
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資料１
四日市港長期構想（R6.3）　抜粋
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1. 港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全の方針

2. 港湾の取扱貨物量、船舶乗降旅客数その他の能力に関する事項

3. 港湾の能力に応ずる水域施設、係留施設その他の港湾施設の規模及び配置に関する事項

4. 港湾の環境の整備及び保全に関する事項

5. 港湾の効率的な運営の関する事項

6. その他港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する重要事項

「ゼロエミッションみえ」プロジェクト

○ 港湾計画は、概ね20～30年の長期的視点から港湾空間利用の基本的な方向性を示した長期構想を踏ま
え、概ね10～15年後の港湾の能力、港湾施設の規模と配置、港湾の環境の整備と保全等の事項を定め
ることとなっている。

○ 港湾計画は、一定の水域と陸域からなる港湾空間において、インフラ整備をはじめとした開発、利用
及び保全を行うにあたっての各港の指針となる基本的な計画であり、重要港湾以上の港湾管理者は、
港湾法に基づき策定することが義務づけられています。また、港湾計画は、港湾区域や臨港地区内の
行為の許可の判断基準として活用される。

○ 港湾施設の整備に対する国の負担金や補助金の拠出は、港湾計画に位置づけられた施設に限られるた
め、事業実施には、港湾計画への位置づけが必要となります。そのため、港湾計画において施設を位
置づけるためには、必要性やその根拠、整備効果、環境への影響等について調査・検討・評価・整理
等を行うとともに、関係行政機関や住民・企業の皆さんともしっかり協議・調整等を行ったうえで地
方港湾審議会や交通政策審議会に諮問する必要がある。

港湾計画とは

具体的な計画事項【港湾法施行令第１条の４】

港湾計画とは 資料２

１



港湾計画の改訂・一部変更フロー

２※ 国土交通省資料より



資料３臨港道路計画にかかる検討ルート案（複数案）


